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終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 1 市民の命を守る健康・医療体制の強化 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 B　法定義務経費事業

事務事業名 食品衛生許可・監視指導 シート番号 11-238

基礎点検

担当部署名 健康福祉 健康部　保健所 食品衛生 評価責任者（課長名） 藤澤

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 昭和 23 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

食品衛生法、食品表示法

4 関連計画 堺市食品衛生監視指導計画

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

食品関係施設及び食品等事業者

5 事業実施の経緯
食品関係施設の営業を営む場合は、都道府県等（政令市、中核市、保健所設置市を含む）の知事（又は市長）の
許可を受ける必要があり、国及び都道府県等の責務として、食品衛生法第2条の規定により食品衛生監視指導
事業の実施が義務付けられている。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

食品衛生法をはじめとする各法令の規定に基づいて、公衆衛生に及ぼす影響の大きい食品関係施設に対して許
可を与えるとともに、食品関係施設に対し監視指導を行うことにより、食品の安全を確保し、飲食に起因する衛生
上の危害の発生を防止する。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

・営業許可：事業者からの許可申請に基づき、書類審査・施設調査を行い、基準に適合した施設に許可を与え
る。
・監視指導：堺市食品衛生監視指導計画に基づき、食品の取扱い、施設の衛生管理、食品表示等について、食
品関係施設への監視指導を行う。
・収去検査：市内に流通している食品を年間計画に基づいて抜き取り検査し、事業者に対して科学的知見に基づ
く指導を行う。
・食中毒、違反食品への対応：原因究明のための調査や、被害拡大及び再発防止のため行政措置を行う。

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 （　　　　　　　　　　　　　　　）

直接実施以外の主な支出先

事
業
コ
ス
ト

11

項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 19,315 14,381 17,329 25,335

一般財源 千円 14,211 9,697 13,177 20,985

8

主
な
事
業
費
内
訳

役務費（食品検査手数料等） 千円 13,191 10,842

賃金（短期臨時職員の賃金） 千円 4,785 2,048 4,354 0

11,721 14,430

需用費（消耗品、印刷製本費等） 千円 817 791 669 946

旅費 千円 442 417 493 683

財
源
内
訳

国・府支出金 千円

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円 5,104 4,684 4,152 4,350

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円

市債 千円

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 157,895 128,361 125,159 139,140

人件費  （ｂ） 千円 138,580 113,980 107,830 113,805


